
 

 

 

平成２４年度 

           

「防犯灯維持管理費補助金」 

申請の手引き 
           

（自治会町内会・地区連合町内会用） 

 

 

平成２４年３月 

横浜市消防局地域安全支援課 

            

 

 

 

 

 

＊この手引きは、平成2４年度予算案が横浜市会において議決 

（3月23日）されることを条件としています。    
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１ 趣旨 

  夜間における犯罪の発生を防止し、歩行者の通行の安全を図るため、町内会等が行う防犯灯の

維持管理に要する経費の一部を補助します。 

 

２ 補助対象 

(1)  補助の対象となる防犯灯は、4月1日現在設置されており、不特定多数の市民が通行す

る道路・通路を照らしている次のものとします。 

 

 

 

 

※ 集合住宅の管理組合等が所有する防犯灯であっても、不特定多数の市民が通行する

道路・通路（外周道路など）を照らしており、町内会等が認めたものは、補助対象と

なります。（補助対象の認定は、申請に基づいて区役所が現地調査等により行います。） 

 (2) 次に掲げる照明灯は、補助対象となりません。 

ア 横浜市が設置したＬＥＤ防犯灯 

イ 集合住宅（アパートやマンション等）の敷地内等で、専ら居住者が使用する道路・通路

を照らしている照明や、公園灯・足元灯など 

ウ 駐車場、駐輪場等の照明 

エ ネオンサイン等の装飾目的の照明 

オ 商店街の街路灯（商店街灯） など 

 

３ 補助金額 

１灯につき、年額２，２００円（上限） 

※補助金額は、照明の明るさ（２０Ｗ・４０Ｗ・１００Ｗなど）に関わらず、１灯あたり年額 2，200 円

となります。（※予算の範囲内とします。） 

                     

４ 申請期間等 

(1)  申請期間 ４月から６月末まで（厳守） 

(2)  提出場所 各区役所 地域振興課 （保土ケ谷区は地域協働課） 

 

 

 

（１） 

ア 町内会等が所有し、かつ、維持管理しているもの 

イ 町内会等の所有となっていないものにあっては、アの防犯灯に準ずるものとして町

内会等が認めたもの 



５ 申請書類  

「平成24年度 地域活動推進費・防犯灯維持管理費補助金交付申請書」（３ページ参照） 

 □  電気料金等領収証（４月分）のコピー （４ページ参照） 

□  電気料金集約分内訳表（４月分）のコピー（６ページ参照） 

（合計数の記載がある最終頁のみで結構です） 

      □  その他、必要に応じた書類  

※ 集合住宅など、防犯灯数を特定する必要がある場合は、防犯灯の位置図が必要です。 

※ 新たに集合住宅の管理組合等が所有する防犯灯の補助を申請する場合は、集合住宅の管理組合等と

町内会等の双方が取り交わした書類（覚書・総会資料など）が必要です。 

 

６ その他 

(1)  横浜市が設置したＬＥＤ防犯灯の維持管理 

横浜市が設置したLED防犯灯については引き続き市が所有し、電気料金の支払いや故障時

の対応などを行います。自治会町内会の皆様には故障などの連絡をお願いします。 

 

ア 維持管理の役割分担 

横浜市の役割 → 電気料金の支払い、故障時の対応（修繕の手配や支払いなど） 

町内会等   → 日常点検（故障等の発見、横浜市への連絡） 

イ 識別方法 

横浜市が設置したLED防犯灯には、区名と管理番号が記載された「黄色のプレート」

や「銀色のシール」を電柱等に掲示しています。 

 

 

 

 

 

 

ウ ＬＥＤ防犯灯の故障などを発見した場合は、管理番号または電柱番号をご確認の上、 

消防局地域安全支援課（３３４－６４９３）に、ご連絡ください。 

 

※その他の蛍光灯防犯灯等については、従前どおり、町内会等が所有し、電気料金の支払いや

故障時の対応を行っていただきます。 

（２） 

 

 

▲プレート（電柱用） 
 

▲シール（ポール用） 



 

 

１ 申請書の記入箇所 

第1号様式（地域活動推進費補助金交付要綱第5条）

第1号様式（防犯灯維持管理費補助金交付要綱第5条第1項）

（申請先）

　　　　　　　区　長

１　地域活動推進費補助金

申請金額　　　　　　　　　　　　　　円
《積算内訳》別添収支予算書のとおり

２　防犯灯維持管理費補助金

申請金額　　　　　　　　＊＊，＊＊＊円
《積算内訳》
（防犯灯数）　　　（補助単価）　　　（申請金額）

　　　　＊＊　灯×＠２，２００円＝　＊＊，＊＊＊円

３　添付書類
（１）地域活動推進費補助金関係
　　①事業計画書
　　②収支予算書
　　③団体の規約
　　④その他区長が必要とする書類

（２）防犯灯維持管理費補助金関係
　　①町内会等の支払名義の防犯灯電気料金等領収証の写し、又は支払証明書の写し
　　②町内会等の支払名義の電気料金集約分内訳表の写し
　　③その他区長が必要とする書類
　　※①と②は東京電力株式会社が発行したものです。

平成24年度地域活動推進費・防犯灯維持管理費の補助金の交付を受けたいので、関係書
類を添えて次のとおり申請します。

平成　　年　　月　　日

平成24年度地域活動推進費・防犯灯維持管理費
補助金交付申請書

　　　　　　　　　　　　　　　（申請者）所在地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　団体名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名

 

 

（３） 

防犯灯の「灯数」と「金額」を記入してください。 

参 考 



様
240-0001
横浜市　保土ケ谷区
川辺町

２番（地） 　　　　９号

棟 　　　　　号

横浜市消防局　地域安全支援課　様

地区

番号
26   お客様番号  06809-06842-6-00

お客さま番号 ご契約名義

（702 - 26 - 06809 - 06842 - 6 - 00) 横浜市消防局　地域安全支援課様
横浜市　保土ケ谷区
川辺町

２番（地） 　　　　９号

　　　　棟 　　　　　号

　　ご契約種別 ご使用期間　　月　　日～　　月　　日

　　　　横浜　支社 　うち夜間ご使用量　　　　振替月日

　 　横浜市　西区 　　　　　　　　　　　ｋｗｈ　　　　月　　日

　　 高島 　２丁目 金　　融

機関名

7番（地）　　１号
お問い合わせ先（カスタマーセンター）　　0120-　　　99-5772(代)

（　　　　　　　　５８７円）

店　舗　コ　ー　ド

口　座　番　号

ご使用
場　所

ご　　契　　約

＊＊＊＊＊

ご　　使　　用　　量

＊＊＊＊＊ｋｗｈ

電 気 料 金 等 領 収 証
毎度ご利用いただきありがとうございます。

東京電力株式会社

左

記

金

額

を

口

座

振

替

に

よ

り

、

領

収

さ

せ

て

い

た

だ

き

ま

し

た

。

うち消費税等相当額

年　　　月　　　分

24　年　4　月
金　　　　額

１２，３４５　　円

ご使用期間 月 日～ 月 日

うち夜間ご使用料 振替月日

ｋｗｈ 月 日

印紙税申告納

付につき麹町

税務署承認済

「お客さま番号」です。

（電気料金集約分内訳表の番号と同じ）
契約者の名義です。

（自治会町内会やその代表者）

２ 電気料金等領収証 

(１) 電気料金等領収証は、毎月、東京電力(株)から発行される書類です。領収証には、契約者

（町内会等名称）や、お客さま番号が記載されています。 

万一、領収証を紛失等した場合は、東京電力㈱に再発行の手続きをしてください。手続き

をすると「支払証明書」が発行されますので、これを領収証の代替とします。（有料） 

(２) 一括前払契約をしている場合は、その時に電気料金等領収証の代わりとして発行される

「東京電力からのお知らせ」（5ページ参照）のコピーでも結構です。 

 

（電気料金等領収証） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４） 



　毎度お引き立てをいただきありがとうございます。
　さて、お客さまの一括前払契約における前払金のご請求につきまして

下記のとおりおしらせいたしますので、よろしくお願い申し上げます。

ご使用場所　横浜市　保土ケ谷区川辺町２－９

ご契約名義

　　　　　　　　　　　横浜市消防局　地域安全支援課　様

１．　前払対象の期間　　平成２４年　　４月分から平成２５年　　３月分まで

２．　ご請求する前払金(a+b-c)                  ＊＊,＊＊＊ 円

＜前払金額の内訳＞
１．　の前払対象期間に相当する前払金(a) ＊＊,＊＊＊円

円
円

(b)の内訳は、次のとおりです。
うち消費税等相当額

円
円

円

３．　前金払をご請求するお客さまのご指定口座前金払をご請求するお客さまのご指定口座

店舗コード 口座番号

＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊

４．前払金の口座振替日　　　　　　　　平成２４年　　○月　　○○日

５．前払金のお支払期限日　　　　　　　平成２４年　　○月　　○○日

※　前払金がお客さまのご指定口座から４．の口座振替日に引き落としができなかっ
た場合は、一括前払契約を解約させていただきますので、あらかじめご了承くだ

さい。

（解約後の１年間は再加入できませんので、ご注意ください。）

　お客さま番号　７０２（２６）１２３４５－６７８９０－０－０１

 ※  複数の需給契約を一括でお支払いいただいているお客さまは代表番号です。

○ご不明な点がございましたら、右記の 東京電力株式会社
お問い合わせ先までご連絡ください。 　横浜　支社（７０２）

お問い合わせ先
○このお知らせは、電気料金領収証では （カスタマーセンター）
ございません。 0120-   99-5772（代）

年　　月分
年　　月分

金　融　機　関　名

不足分の電気料金
円
円

円

　　　　　※１００円未満切り捨てです。

東京電力からのお知らせ

記

＊＊＊＊＊＊

口座ご名義 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊　様

　　前回の前払金不足額計　　　　　　(b)
　　前回の前払金過払額計　　　　　　(c)

年　月　分
年　　月分

お客さま番号です。

契約者の名義です。

 （東京電力からのお知らせ）                 

 

 

 

 

（５） 



３ 電気料金集約分内訳表 

(１) 「電気料金集約分内訳表」は、まとめ契約をしている契約者に、毎月、東京電力(株)から発

行される書類です。この書類には、防犯灯の灯数やお客さま番号などが記載されています。

これで申請灯数を確認します。 

(２) まとめ契約をしていない場合は、まとめ契約の手続きをお勧めします。 

(３) その他、留意事項 

※  一括前払契約をしている場合は、「電気料金集約分内訳表」は発行されませんので、      

東京電力㈱カスタマーセンターに発行の申込みをしてください。 

※  内訳表の種別欄が「１」の場合は、電気料金を使用電力量によって算出する「従量電 

 灯」の区分です。従量電灯を補助申請する場合は、防犯灯位置図を作成し、灯数を特定し

申請してください。 

電気料金集約分内訳表
平成24年4月分 店所番号７０２

予備 ご　使　用　料5時間通電精算による差額
定　　額　　電　　灯　　（Ｗ） 定　額　機　器　　（VA） 割引容量

10         40      100     300     500 100    300 警その他 通電制御型割引

コ

ー

ド
金額（円）

20        60        200    400  50    200    400 容量又は戸数 (円)

1 ヨコハマシ　ショウボウキョク様J110132 26 06809 - 06842 - 6 - 00 0
2 ヨコハマシ　ショウボウキョク様J110136 26 06809 - 06842 - 7 - 00 0
3 ヨコハマシ　ショウボウキョク様J110148 26 06809 - 06842 - 8 - 00 0
4 様

5 様

6 様

7 様

8 様
郵

送

先

ご

住

所

240-0001 ヨコハマシ　ホドガヤク ご契約口数 10  W 20W 40W 60W 100W 200W 300W 400W 500W

　　カワベチョウ 11 11 2
2        9

合計金額に含まれる太陽光設置 合計金額
円 円 円 　　　　　　円 　　　　　　　　　　　　円

ヨコハマシ　ショウボウキョク様 26 06809 - 06842

合計精算額

- 6 - 00

合計金額に含まれる消費税等相当額

新お客さま番号（翌月より適用）

お  客  さ  ま  番  号

種
別

地区
番号

合計一括前払割引額

合計

灯・機器数量

ご　契　約

管理番号
金　　　額

ご　契　約　名　義

お　　客　　様　　番　　　号
領収証（振替通知）の

お 支 払 人 氏 名

地区番号

右記金額に含まれる

消費税等相当額（円）

定額電灯の

力　　率

代表の「お客さま番号」

（電気料金等領収証と同じ番号）

各ワットの数量の「合計」が、灯数
例： 11（40W）＋2（60Ｗ）＝13（灯数）

 

※ 防犯灯種類とその区分 

２０Ｗの蛍光灯防犯灯は、電気料金区分では「２０Ｗをこえ４０Ｗまで」の区分に入り

ます。そのため、電気料金集約分内訳表では、４０Ｗ欄に灯数が記載されます。また、 

４０Ｗの水銀灯などの防犯灯は、６０Ｗ欄に灯数が記載されます。     

 

 

 

 

 

 

 

（６） 

区     分 集約分内訳表 備     考 

２０Ｗまで ２０Ｗ ＬＥＤ灯など 

２０Ｗをこえ４０Ｗまで ４０Ｗ ２０Ｗや３２Ｗの蛍光灯など 

４０Ｗをこえ６０Ｗまで ６０Ｗ ４０Ｗの水銀灯など 

６０Ｗをこえ１００Ｗまで １００Ｗ 集合住宅や商店街などの街路灯 

１００Ｗをこえ１００Ｗごとに ２００Ｗ 集合住宅や商店街などの街路灯 



４ 問い合わせ先 

町内会長等の交代による名義変更の手続きや、東京電力が発行している書類（電気料金等領

収証・電気料金集約分内訳表）、契約の変更などについては、東京電力㈱カスタマーセンター

にお問い合わせください。 

 

◇神奈川カスタマーセンター（第一） 

横浜市内（泉区、戸塚区、栄区、港南区の一部を除く） 

   ・契約の変更   ０１２０－９９－５７７１ 

   ・電気料金等   ０１２０－９９－５７７２ 

 ◇神奈川カスタマーセンター（第二） 

   泉区、戸塚区、栄区、港南区の一部 

   ・契約の変更   ０１２０－９９－５７７５ 

   ・電気料金等   ０１２０－９９－５７７６ 

受付時間：月曜日～金曜日（休祝日を除く）9時～19時 

         土曜日（休祝日を除く）9時～18時 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７） 


